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南　賢治議員に対する懲罰動議について（提出）

　南　賢治議員は、１２月１日に開催された武豊町議会全員協議会において、批判するに必要な限度を超えて、憶測により無礼の言葉を発し、議会の品位を落とし、議員その他の関係者の正常な感情に大きな打撃を与えました。
　南　賢治議員は、去る１１月２４日に開催された議会運営委員会においても愛知県が行う道路工事の受注を「森義工務店」が受注したことが、法律的には問題はないとしながらも、道義的問題・政治倫理に関する問題があるとして、３号地調査特別委員会委員長の役職を辞されたいとし、この問題を全員協議会で採り上げたいとする発言をし、委員の意見を求めました。

　席上、委員からは全員協議会など議会の場で議論するには、問題の対象が県であることに加え、契約の問題であるので武豊町議会が関与することには馴染まないとする意見、また、「森義工務店」が工事を受注するために、森田義弘議員が３号地調査特別委員会委員長をやっているとは到底思えないとする意見があり、議会運営委員会では、南　賢治議員による全員協議会においての提案は、馴染まないとすることで集約されました。
　このような議会運営委員会での委員からの意見を無視し、全員協議会にこの議論を持ち込み他の議員に不快感を与え、議会の品位を汚したことは重大な問題であり看過できない。

　よって、南　賢治議員に対し、地方自治法第１３２条、同法第１３３条、同法第１３５条及び武豊町議会会議規則第１０９条の規定により、戒告による処分を求めるものであります。
